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(57)【要約】
【課題】鮮明な光表示演出が可能な遊技機を提供する。
【解決手段】本発明の遊技機１０は、第２発光基盤７４
のＬＥＤ７４Ｌによって照射される光を反射させるか、
又は透過させるか、あるいは発するかして光表示演出を
行う第２透光部材７２と、第２透光部材７２の少なくと
も一部に重ねられ、光を透過する拡散シート７７と、光
を遮蔽する遮蔽部７６Ｂを備えた区画シート７６とから
なる透過規制シート７８とを有する発光パネル７０を備
える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を反射させるか又は透過させるか又は発するかして光演出を行う光演出部材と、
前記光演出部材の少なくとも一部に重ねられ、光を透過する透光領域と、光を遮蔽する遮
蔽領域とを有する透過規制部材とからなる電飾役物を備え、
前記光演出部材は、透光部材に、受けた光を反射させるか、屈折させるか、吸収するか又
は集光するかして光装飾を行う光装飾部を備えてなり、
　前記遮蔽領域は、前記光装飾部の少なくとも一部を縁取るように形成されている遊技機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光による演出を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、遊技状態に応じて光表示演出を行うものが知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平６－２６９７５（段落［０００９］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、光表示演出がより鮮明である遊技機の開発が求められていた。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、鮮明な光表示演出が可能な遊技機の提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る遊技機は、光を反射させるか
又は透過させるか又は発するかして光演出を行う光演出部材と、前記光演出部材の少なく
とも一部に重ねられ、光を透過する透光領域と、光を遮蔽する遮蔽領域とを有する透過規
制部材とからなる電飾役物を備え、前記光演出部材は、透光部材に、受けた光を反射させ
るか、屈折させるか、吸収するか又は集光するかして光装飾を行う光装飾部を備えてなり
、前記遮蔽領域は、前記光装飾部の少なくとも一部を縁取るように形成されている遊技機
である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遊技機の前面図
【図２】遊技板の前面図
【図３】発光パネルの前面図
【図４】発光パネルの分解斜視図
【図５】（Ａ）発光パネルの後面斜視図,（Ｂ）発光パネルの側断面図
【図６】発光パネルの概念図
【図７】（Ａ）第２透光部材の側断面図,（Ｂ）第２透光部材の側断面図
【図８】発光パネルの前面図
【図９】発光パネルの前面図
【図１０】（Ａ）他の実施形態に係る透過規制シートの前面図,（Ｂ）他の実施形態に係
る区画シートの前面図
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態を図１～図１０に基づいて説明する。本実施形態の遊技機１
０は、図１に示した前面枠１０Ｚの後方に、図２に示した遊技板１１を備え、前面枠１０
Ｚのガラス窓１０Ｗを通して遊技板１１の遊技領域Ｒ１を視認することができる。なお、
以下の説明では、遊技機１０に前側から向かって右側（図１の右側）を単に「右側」とい
い、その反対側を単に「左側」ということとする。
【０００９】
　図２に示すように、遊技領域Ｒ１は、全体をガイドレール１２で囲まれ、遊技領域Ｒ１
の左上部に進入口１２Ａを備える。そして、遊技機１０の前面右下の発射ハンドル２８（
図１参照）を回動操作すると、その操作量に応じた発射強度で前面皿２７内の遊技球が進
入口１２Ａを通して遊技領域Ｒ１に打ち込まれる。
【００１０】
　遊技領域Ｒ１には、遊技板１１を貫通する表示開口１１Ｈが形成され、装飾枠２３が前
方から嵌め込まれている。その装飾枠２３の上辺部と両側辺部は、遊技板１１の前面から
遊技球の直径程度の大きさで突出している。これにより、遊技球が装飾枠２３の内側に進
入することを規制すると共に、遊技領域Ｒ１を上側遊技領域、下側遊技領域、左側遊技領
域及び右側遊技領域に分けている。
【００１１】
　また、遊技板１１の後方には、表示装置１３が備えられ、その表示装置１３の液晶表示
画面１３Ｇが装飾枠２３の内側の演出窓２３Ｗを通して前方に臨んでいる。
【００１２】
　装飾枠２３の下辺部には、遊技球が転動可能な転動ステージ２４が備えられ、装飾枠２
３の左辺部から転動ステージ２４に向かって延びるワープ管２４Ｒを通して遊技球が転動
ステージ２４上に進入可能になっている。また、転動ステージ２４は、前縁部に転落防止
壁２４Ｗを有し、転動ステージ２４の左右方向の中央とその両横部分には、転落防止壁２
４Ｗを切除してなる排出口２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｂが形成されている。そして、転動ステ
ージ２４を転動する遊技球が中央に向かって転動して、何れかの排出口２４Ａ，２４Ｂ，
２４Ｂから装飾枠２３外に排出される。
【００１３】
　中央の排出口２４Ａの真下には、第１始動入賞口１４Ａと第２始動入賞口１４Ｂとアウ
ト口１６とが上から順番に間隔を開けて並べられている。第１始動入賞口１４Ａは、遊技
領域Ｒ１の前面から突出する突部の上面に常時開口したポケット構造をなしている。
【００１４】
　第２始動入賞口１４Ｂは、遊技領域Ｒ１の前面に開口し、通常は、その開口が回動扉１
４Ｔにて閉じられていて、所定条件の成立に起因して回動扉１４Ｔが開いて内部から図示
しない舌片が突出して、その舌片をガイドにして遊技球が第２始動入賞口１４Ｂに取り込
まれるようになっている。
【００１５】
　アウト口１６は、遊技領域Ｒ１の前面に開口すると共に、遊技領域Ｒ１全体の最下端部
に位置し、第１始動入賞口１４Ａ等のいずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球がアウト
口１６に流入する。なお、第２始動入賞口１４Ｂ及びアウト口１６は、遊技領域Ｒ１の前
面から遊技球１つ分の間隔を開けて配置された前面カバー１４Ｄによって前方から覆われ
ている。
【００１６】
　第１始動入賞口１４Ａの左側には、２つの普通入賞口２０，２０が備えられ、第１始動
入賞口１４Ａの右側には、大入賞口１５と普通入賞口２０とが備えられている。普通入賞
口２０は、第１始動入賞口１４Ａと同様のポケット構造をなしている。
【００１７】
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　大入賞口１５は、遊技領域Ｒ１の前面に開口した横長の長方形をなし、回動扉１５Ｔに
よって常時閉塞されている。そして、後述する当否判定の当りに起因して、回動扉１５Ｔ
が下端部を中心に回動して前傾姿勢になり、多量の遊技球が大入賞口１５に取り込まれる
。また、大入賞口１５の下方には、右側遊技領域を流下してきた遊技球を第２始動入賞口
１４Ｂに案内する転動ガイド部１５Ｓが備えられている。また、大入賞口１５の上方には
、右側遊技領域の左右方向の一端側に始動ゲート１８が備えられている。なお、遊技領域
Ｒ１の略全体には、図示しない複数の障害釘が分散配置されている。
【００１８】
　上記した各入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０に遊技球が入賞する度に、所定複数の遊
技球が賞球として前面皿２７（図１参照）に払い出される。また、大入賞口１５への入賞
に対する賞球数は、それ以外の入賞口１４Ａ，１４Ｂ，２０への入賞に対する賞球数より
多くなっている。しかしながら、大入賞口１５は、前述したように通常閉じている。そこ
で、遊技者は、大入賞口１５が開放されることを願いながら以下のようにして遊技を楽し
むことができる。
【００１９】
　即ち、第１及び第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入賞すると、例えば、所定
の確率で当りになる抽選（以下、これを「特図判定」という）が行われ、その抽選結果を
報知するために、液晶表示画面１３Ｇに第１～第３の特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが
横並び状態に表示される。各特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃは、それぞれ複数種類で構
成されていて、それらが所定の変動期間に亘ってスクロール表示された後、停止表示され
て、その際の第１～第３の特別図柄の図柄組合が、当りの図柄組合（例えば、ぞろ目、）
か否かにより、判定結果が当り（これを「大当り」という）であるか否か報知される。そ
して、大当りになると、所定複数回数、所定開放期間に亘って回動扉１５Ｔが開く大当り
遊技が実行されて、大入賞口１５への多量の遊技球の入賞が可能になる。
【００２０】
　上記した大当りを引き当てるために、遊技者は、第１及び第２の始動入賞口１４Ａ，１
４Ｂへの入賞をねらって打つことになる。ここで、第１始動入賞口１４Ａは、左側遊技領
域を流下した遊技球が入賞し易く、第２始動入賞口１４Ｂは、右側遊技領域を流下した方
が入賞し易い。また、前述したように第２始動入賞口１４Ｂは、通常は、閉じている。第
２始動入賞口１４Ｂを開くには、始動ゲート１８を遊技球が通過する必要がある。始動ゲ
ート１８を遊技球が通過すると、例えば、１／２の確率で当りになる抽選（以下、これを
「普図判定」という）が行われる。そして、液晶表示画面１３Ｇに１グループの普通図柄
１３Ｄが所定の変動期間に亘って変動表示された後、当りか外れか（例えば、奇数か偶数
か）の普通図柄を停止表示することで普図判定の判定結果を報知する。そこで当りなると
、所定の開放期間に亘って回動扉１４Ｔが開き、第２始動入賞口１４Ｂへの遊技球の入賞
が可能になる。ところが、通常状態では、回動扉１４Ｔの開放期間が極めて短いために第
２始動入賞口１４Ｂへの遊技球の入賞は、極めて困難になっている。これに対し、後述す
る「時短状態」になると、回動扉１４Ｔの開放期間が通常状態より長くなって、第２始動
入賞口１４Ｂへの入賞が容易になる。
【００２１】
　なお、始動ゲート１８の通過によって発生する「普図判定の当否判定権」も、第１又は
第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂへの入賞によって発生する「特図判定の当否判定権」も
、共に４つまで保留記憶されるようになっていて、その保留数は、遊技板１１の前面のう
ち遊技領域Ｒ１外に備えた点灯表示部１４Ｈ，１８Ｈの点灯数によって報知される。
【００２２】
　大当りには、特典が付いているものと付いていないものとがある。特典の１つが上述の
「時短」であって、大当りに「時短」特典が付いていると（即ち、「時短付き大当り」に
なると）、大当り遊技の実行後に、普図判定の変動期間が短くなると共に第２始動入賞口
１４Ｂの回動扉１４Ｔの開放期間が長くなる。これにより、普図判定の当りが発生する頻
度が高くなると共に、第２始動入賞口１４Ｂに入賞し易くなる。
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【００２３】
　よって、本実施形態の遊技機１０では、時短付きの大当りを引き当てるまでは、遊技球
を左側遊技領域に流下させる左打ちを行い、時短付きの大当りを引き当ててから遊技球を
右側遊技領域に流下させる右打ちを行う打ち方が好ましく、そのような打ち方を示唆する
画像が液晶表示画面１３Ｇに表示されるようになっている。
【００２４】
　また、特典には、「確変」付きの大当りもある。確変付き大当りになると、大当り遊技
の実行後に、特図判定で大当りになる確率が通常時の確率（例えば、１／４００）に比べ
て高確率（１／２００）になる。また、「確変」には、必ず「時短」が付加されていて、
所定条件に起因して「確変」のみが消滅して「確変なしの時短状態」になることがある。
さらに、大当りに上記特典が付くか否かは抽選で行われ、特図判定が変動表示後に停止し
たときの図柄組合が「７７７」である場合に、確変・時短付きの大当りとなるように設定
されている。
【００２５】
　さらに、前述した特図図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃが変動表示された場合は、その後、
例えば、左、右、中央の特別図柄１３Ａ，１３Ｃ，１３Ｂの順番に停止する。よって、大
当りになる場合は、左右の特別図柄１３Ａ，１３Ｃが同じ図柄で停止したリーチ状態を経
て、中央の特別図柄１３Ｂも同じ図柄（即ち、ぞろ目）になる。そして、特図判定の報知
を行う間に、特別図柄以外に大当りを予感させる演出用図柄が表示されて遊技者の気持ち
を高揚させる。また、遊技機１０の前面の左下に備えた操作ハンドル２９（図１参照）を
操作することで演出用図柄の内容が変化し、このことによっても遊技者の気持ちを高揚さ
せる。
【００２６】
　本実施形態の遊技機１０では、液晶表示画面１３Ｇによる画像演出以外に、図２に示し
た発光パネル７０による光表示演出が行われる。その発光パネル７０は、装飾枠２３の上
辺部に備えられている。即ち、装飾枠２３には、左右の両縁部の上端寄り位置（進入口１
２Ａより僅かに下側となる高さの位置）の間を梁部材２３Ａが略水平に延びて、装飾枠２
３の上辺部の底部を構成している。また、梁部材２３Ａの左寄り位置から上方に起立部材
２３Ｂが立ち上がり、その起立部材２３Ｂの上端部と梁部材２３Ａの右側端部との間が円
弧状の上縁部材２３Ｃにて連絡されている。そして、梁部材２３Ａと起立部材２３Ｂと上
縁部材２３Ｃとで構成される上辺フレーム２３Ｄの内側に発光パネル７０が組み込まれて
いる（図３参照）。
【００２７】
　なお、梁部材２３Ａの左側端部の上側部分は、遊技領域Ｒ１の前面から遊技球１つ分の
間隔をあけて前方から前面カバー２３Ｅにて覆われている。そして、進入口１２Ａから遊
技領域Ｒ１に進入した遊技球が、起立部材２３Ｂに衝突すると、前面カバー２３Ｅの後方
を通過して左側遊技領域へと流下する。また、上縁部材２３Ｃとガイドレール１２との間
は、遊技球１つ分の幅をなして遊技領域Ｒ１の右側遊技領域に繋がっている。そして、起
立部材２３Ｂの上方を通過した遊技球が右側遊技領域を流下するようになっている。
【００２８】
　発光パネル７０には、遊技状況に応じて異なる文字や図柄の表示が可能となっていて、
本実施形態では２種類の表示パターンを備えている。図４に示すように、発光パネル７０
は、「大当り」という文字をなした発光用溝部７１Ａを有する第１透光部材７１の後側に
、「ＴＨＥ　７７７」という文字をなした発光用突部７２Ａを有する第２透光部材７２を
重ねて備えている。
【００２９】
　そして、第１透光部材７１の下面には帯状の第１発光基盤７３が対向配置され、第２透
光部材７２の後面には第２透光部材７２と略同一形状の第２発光基盤７４が対向配置され
ている。即ち、第１発光基盤７３の上面に等間隔で配置された複数のＬＥＤ７３Ｌの光が
、第１透光部材７１に下面から入光して発光用溝部７１Ａが発光し、第２発光基盤７４の
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前面の複数のＬＥＤ７４Ｌの光が、第２透光部材７２に後面から入光して発光用突部７２
Ａが発光するようになっている。
【００３０】
　第１透光部材７１は、例えば無色透明の樹脂で形成されたプレートで、「大当り」とい
う文字をなした発光用溝部７１Ａを後面に有する。具体的には、発光用溝部７１Ａは文字
の外縁に沿って溝を形成するように、第１透光部材７１の後面から彫られている（図５（
Ｂ）参照）。なお、「大当たり」の文字は第１透光部材７１の前面に突部などとして形成
してもよい。また、文字の輪郭を鮮明にするために、発光用溝部７１Ａの内側を半透明に
加工してもよい。
【００３１】
　第２透光部材７２は、例えば半透明の黒色の樹脂で形成されたプレートである。また、
第２透光部材７２の前面には、「ＴＨＥ　７７７」という文字を象った発光用突部７２Ａ
が形成されている。
【００３２】
　図７には、図６で示された破線Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃにおける第２透光部材７２の断面が示さ
れている。図７（Ａ）は、発光用突部７２Ａのうち「ＴＨＥ」の部分に該当する突部７２
ＡＸについての断面で、図７（Ｂ）は、発光用突部７２Ａのうち「７７７」の部分に該当
する突部７２ＡＹについての断面である。突部７２ＡＸは、その側面が第２透光部材７２
の前面に対して垂直に起立している。一方、突部７２ＡＹは、その側面が第２透光部材７
２の前面に対して傾斜し、かつ対向する側面同士が近づくように起立している。
【００３３】
　ところで、図４に示すように、第１透光部材７１と第２透光部材７２との間には、前側
から順番に、遮光シート７５，区画シート７６、拡散シート７７が重ねて配置されている
。
【００３４】
　遮光シート７５は、第１透光部材７１と同一の形状・サイズのシートで、例えば樹脂で
形成されている。また、遮光シート７５は半透明な黒色である。図５には、第１透光部材
７１と遮光シート７５、及び第１発光基盤７３が備えられた上辺フレーム２３Ｄの後面が
示されている。図５（Ａ）に示されるように、第１発光基盤７３は、上辺フレーム２３Ｄ
の後面下端に嵌合される。また、図５（Ｂ）に示されるように、ＬＥＤ７３Ｌは第１透光
部材７１の下側側面と対向する位置に配置され、かつ遮光シート７５よりも前側に位置す
る。本構成にすることで、ＬＥＤ７３Ｌによって照射される光は、第１発光基盤７３を直
射すると共に、遮光シート７５によって、後方の第２透光部材７２に照射されることが規
制される。
【００３５】
　図６には、区画シート７６、拡散シート７７、第２透光部材７２、及び第２発光基盤７
４が示されている。区画シート７６は光を遮蔽する遮蔽部７６Ｂを有する黒色のシートで
、第２透光部材７２の発光用突部７２Ａと重なる位置に、発光用突部７２Ａと同一形状の
透光部７６Ａが切り抜き形成されている。拡散シート７７は、曇りガラスと同様の乳濁色
をなすシートある。この区画シート７６と拡散シート７７とが、透過規制シート７８を構
成する。
【００３６】
　なお、区画シート７６は、透明のシートに遮蔽部７６Ｂの役割をなすシールを貼り付け
たり、あるいは遮蔽部７６Ｂを印刷することで作成してもよい。また、区画シート７６と
拡散シート７７はシート状でなく、厚みを備えた形状であってもよい。
【００３７】
　第２発光基盤７４には、発光用突部７２Ａと重なる位置にＬＥＤ７４Ｌが集中的に配置
されている。これにより、ＬＥＤ７４Ｌが発光用突部７２Ａを効率的に発光させることが
可能となっている。
【００３８】
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　さて、本実施形態の遊技機では、特図判定の結果が、確変が付かない通常の大当りであ
った場合には、発光パネル７０に「大当り」という光文字が表示される光表示演出が行わ
れる（図８参照）。また、特図判定の結果が確変付きの大当りであった場合には、発光パ
ネル７０に「ＴＨＥ　７７７」という光文字が表示される光表示演出が行われる（図９参
照）。
【００３９】
　図８で示されるように、発光パネル７０に「大当り」という光文字が表示される際、第
１発光基盤７３のＬＥＤ７３Ｌが発光する一方、第２発光基盤７４のＬＥＤ７４Ｌは発光
しない。この場合、第１発光基盤７３のＬＥＤ７３Ｌによって照射される光は、前述する
ように、遮光シート７５によって、後方の第２透光部材７２の照射が妨げられている。こ
れにより、発光パネル７０には、第１透光部材７１に形成された「大当たり」の光文字と
第２透光部材７２に形成された「ＴＨＥ　７７７」の光文字が混合して表示されることな
く、「大当たり」の光文字のみを表示することが可能となっている。
【００４０】
　また、第１透光部材７１の「大当たり」の文字は、外縁に沿って彫られた発光用溝部７
１Ａで表現されているので、ＬＥＤ７３Ｌの光が照射されると発光用溝部７１Ａによって
文字が浮かび上がり、表示パネル７０に「大当たり」の光文字を鮮明に表示することがで
きる。
【００４１】
　一方、図９で示されるように、発光パネル７０に「ＴＨＥ　７７７」という光文字が表
示される際、第２発光基盤７４のＬＥＤ７４Ｌが発光する一方、第１発光基盤７３のＬＥ
Ｄ７３Ｌは発光しない。この場合、第２発光基盤７４のＬＥＤ７４Ｌによって照射される
光は、遮光シート７５によって、前方の第１透光部材７１の照射が妨げられている。これ
により、発光パネル７０には、第２透光部材７２に形成された「ＴＨＥ　７７７」の光文
字のみが表示される。
【００４２】
　また、第２透光部材７２の「ＴＨＥ　７７７」という文字は、前面に形成された発光用
突部７２Ａで表現されているので、ＬＥＤ７４Ｌの光が照射される文字の輪郭形状が明確
となる。これにより、鮮明に光文字を発光パネル７０に表示させることができる。さらに
、発光用突部７２Ａは突部７２ＡＸおよび突部７２ＡＹという異なる形状の突部で形成さ
れているので、発光パネル７０に表示される光文字ごとの輪郭形状に違いが生まれ、表現
が多様化する。特に突部７２ＡＹは、光文字を迫り出るように表現することができる。
【００４３】
　ここで、区画シート７６には、発光用突部７２Ａと同一形状の透光部７６Ａが形成され
ると共に、周囲を遮蔽部７６Ｂが取り囲んでいる。本構成にすることで、ＬＥＤ７４Ｌに
よって発光用突部７２Ａに照射した光は、透光部７６Ａの範囲を照射する光のみが前方へ
進行できる一方、遮蔽部７６Ｂの範囲を照射する光は、遮蔽部７６Ｂによって進行が遮ら
れる。これにより、表示パネル７０に表示される発光用突部７２Ａの範囲が、明部と暗部
によって明確に区分けされる。よって、第２透光部材７２の文字をより明瞭に表示するこ
とが可能となる。
【００４４】
　また、拡散シート７７は乳濁色をなすので、第２発光基盤７４のＬＥＤ７４Ｌの光を拡
散する役割を果たす。これにより、遊技者に対して目に優しく、また柔らかな印象を持た
せる光表示演出が可能となる。
【００４５】
　また、第２発光基盤７４には、発光用突部７２Ａと重なる位置にＬＥＤ７４Ｌが集中的
に配置されているため、ＬＥＤ７４Ｌは発光用突部７２Ａを効率的に発光させることが可
能となっている。これにより、発光パネル７０に光文字をより鮮明に表示させることがで
きる。
【００４６】
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　このように、本実施形態の遊技機では、遊技状態に応じて異なり、かつ鮮明な光表示演
出が可能となっている。また、同一の発光パネル７０上で行われるため、少ないスペース
を有効活用した光表示演出を実現する。
【００４７】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００４８】
　（１）本実施形態では、区画シート７６と拡散シート７７を別々に形成していたが、図
１０（Ａ）に示すように区画シート７６Ｗと拡散シート７７Ｗを一体形成した透過規制シ
ート７８Ｗとしてもよい。これにより、部品やコストの削減が図れる。
【００４９】
　（２）また、本実施形態の区画シート７６では、第２透光部材７２の発光用突部７２Ａ
全体を象る透光部７６Ａ及び遮蔽部７６Ｂを形成していたが、図１０（Ｂ）で示すように
一部のみ形成した区画シート７６Ｚとしてもよい。これにより、任意の発光用突部７２Ａ
をより鮮明に表示パネル７０に表示させることができる。
【００５０】
　（３）また、区画シート７６では発光用突部７２Ａを装飾する模様を表現してもよい。
これにより、光表示演出の表現が多様化する。
【００５１】
　（４）本実施形態では、第１発光基盤７３と第２発光基盤７４のうち一方のみを照射し
していたが、これらを同時に照射してもよい。
【００５２】
　（５）また、第１透光部材７１と第２透光部材７２のうち一方で文字や図形を表現し、
他方でその文字や図形を装飾する模様を施し、第１発光基盤７３と第２発光基盤７４を同
時に照射してもよい。
【００５３】
　（６）本実施形態では、第１発光基盤７３は下側から光を照射されていたが、左右方向
若しくは上側から光を照射されてもよい。
【００５４】
　（７）本実施形態では、第２発光基盤７４は後方から光を照射されていたが、側方から
光を照射されてもよい。
【００５５】
　（８）本実施形態では、第２発光基盤７４が備えられていたが、第２発光基盤７４を備
えず、区画シート７６のみに発光パネル７０に表示させる文字や図柄を表現してもよい。
【００５６】
　（９）本実施形態では、第２透光部材７２に対応した透過規制シート７８のみ備えてい
たが、第１透光部材７１の発光用溝部７１Ａを象った透過規制シート７８を、第１透光部
材７１の前面又は後面側に重ねてもよい。さらに、透過規制シート７８について、第１透
光部材７１が重ねられた面とは反対側に、遮光シート７５を重ねてもよい。
【００５７】
　＜付記＞
　上記実施形態及び上記他の実施形態で例示した遊技機には、以下の構成が含まれている
と考えることができる。
【００５８】
　［構成１］
　光を反射させるか又は透過させるか又は発するかして光演出を行う光演出部材と、前記
光演出部材の少なくとも一部に重ねられ、光を透過する透光領域と、光を遮蔽する遮蔽領
域とを有する透過規制部材とからなる電飾役物を備える遊技機。
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【００５９】
　構成１の遊技機によれば、透光領域と遮蔽領域とを有する透過規制部材を光演出部材に
重ねたことにより、光演出部材において光る部位と、そうではない部位との境界が明確に
区分けされた光演出を提供することができる。
【００６０】
　なお、［構成１］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　光演出部材：第１透光部材７１、第２透光部材７２、第１発光基盤７３、第２発光基盤
７４
　透光領域：拡散シート７７，７７Ｗ
　遮蔽領域：遮蔽部７６Ｂ，７６ＢＷ（図１０（Ａ）参照），７６ＢＺ（図１０（Ｂ）参
照）
　透過規制部材：透過規制シート７８，７８Ｗ
【００６１】
　［構成２］
　前記透過規制部材は、シート状をなしている構成１に記載の遊技機。
【００６２】
　構成２のように、透過規制部材をシート状にしてもよいし、例えば、樹脂の成形品とし
てもよい。また、構成２のように、シート状にすれば、小型軽量化が図られる。
【００６３】
　［構成３］
　前記透過規制部材は、光を透過する透光層と、光を遮蔽する遮蔽層とを積層してなり、
前記遮蔽層が積層された部分が前記遮蔽領域をなし、前記遮蔽層が積層されていない部分
が前記透光領域になっている構成１又は２に記載の遊技機。
【００６４】
　構成３のように、透過規制部材の透光層と遮蔽層とを積層して一体化してもよいし、透
光層と遮蔽層とを別部品にして重ねてもよい。構成３のように積層構造にすれば、部品点
数の削減が図られる。
【００６５】
　なお、［構成３］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　透過規制部材：透過規制シート７８Ｗ
　透光層：拡散シート７７Ｗ
　遮蔽層：遮蔽部７６ＢＷ（図１０（Ａ）参照）
【００６６】
　［構成４］
　前記透光領域は、半透明になっている構成１乃至３の何れか１の構成に記載の遊技機。
【００６７】
　構成４のように、透光領域を半透明にして全体を光らせることで、目に優しい光装飾を
提供することができる。
【００６８】
　［構成５］
　前記光演出部材は、透光部材に、受けた光を反射させるか、屈折させるか、吸収するか
又は集光するかして光装飾を行う光装飾部を備えてなり、前記遮蔽領域は、前記光装飾部
の少なくとも一部を縁取るように形成されている構成１乃至４の何れか１の構成に記載の
遊技機。
【００６９】
　構成５では、光演出部材が、透光部材に受けた光を反射させる等して光装飾を行う光装
飾部を備えてなり、透光部材のうち光装飾部を光で浮かび上がらせる演出を行うことがで
きる。そして、透過規制部材の遮蔽領域が、光装飾部の少なくとも一部を縁取るように形
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成されているので、光装飾部をより鮮明に光で浮かび上がらせることができる。
【００７０】
　なお、［構成５］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　透光部材：第１透光部材７１、第２透光部材７２
　光装飾部：発光用溝部７１Ａ、発光用突部７２Ａ
【００７１】
　［構成６］
　前記光装飾部は、前記透光部材の外面に段付き状に形成された凹凸形状をなしている構
成５に記載の遊技機。
【００７２】
　構成６によれば、凹凸形状の段差面により光装飾部の外縁部で光のコントラストが強く
なり、光装飾の輪郭形状を明確にすることができる。
【００７３】
　［構成７］
　前記光演出部材は、板状の透光部材で構成され、前記光演出部材のうち前記透過規制部
材とは反対側の面が、光源からの光を受ける受光面になっている構成１乃至６の何れか１
の構成に記載の遊技機。
【００７４】
　構成７では、光演出部材が板状の透光部材で構成され、その板厚方向に光が貫通するの
で、光度が高い光演出を行うことができる。
【００７５】
　なお、［構成７］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　透光部材：第２透光部材７２
【００７６】
　［構成８］
　前記光演出部材は、板状の透光部材で構成され、前記光演出部材の表裏の間の側面が、
光源からの光を受ける受光面になっている構成１乃至６の何れか１の構成に記載の遊技機
。
【００７７】
　構成８では、光演出部材が板状の透光部材で構成され、その表裏の間の側面から受けた
光で光演出部材を間接照明のように光らせるので、柔らかい光の演出を行うことができる
。
【００７８】
　なお、［構成８］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　透光部材：第１透光部材７１、第２透光部材７２
【００７９】
　［構成９］
　前記光演出部材は、光源として発光素子を実装した電飾基板である構成１乃至６の何れ
か１の構成に記載の遊技機。
【００８０】
　構成９のように、電飾基板上の発光素子の光を透過規制部材に通すことで、所定の形状
の光装飾を行うことができる。
【００８１】
　なお、［構成９］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対応
する。
　発光素子：ＬＥＤ７３Ｌ，７４Ｌ
　電飾基板：第１発光基盤７３、第２発光基盤７４
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【００８２】
　［構成１０］
　複数の前記光源が、前記透光領域と対向する位置に集中的に配置されている構成７乃至
９の何れか１の構成に記載の遊技機。
【００８３】
　構成１０によれば、光源の光が有効に利用され、省エネを図ることができる。
【００８４】
　［構成１１］
　前記透過規制部材に前記光演出部材の反対側から重ねられ、遊技者側から前記透過規制
部材への光の照射を抑える減光部材を備える構成１乃至１０の何れか１の構成に記載の遊
技機。
【００８５】
　構成１１によれば、光演出を行っていない状態で透過規制部材が遊技者から見え難くな
り、光演出を行ったときの演出効果を高めることができる。
【００８６】
　なお、［構成１１］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下の如く対
応する。
　減光部材：遮光シート７５
【符号の説明】
【００８７】
　１０　　遊技機
　２３　　装飾枠
　２３Ｄ　上辺フレーム
　７０　　発光パネル
　７１　　第１透光部材
　７２　　第２透光部材
　７３　　第１発光基盤
　７４　　第２発光基盤
　７５　　遮光シート
　７６　　区画シート
　７７　　拡散シート
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